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【届出の対象とした募集（売

出）外国投資信託受益証券に

係るファンドの名称】

プレミアム・ファンズ

－　グローバル・コア株式ファンド

（Premium Funds

- Global Core Equity Fund）

 

【届出の対象とした募集（売

出）外国投資信託受益証券の

金額】

各受益証券の上限額は、以下の通りとする。

プレミアム・ファンズ

－　グローバル・コア株式ファンド

米ドル建てクラス受益証券

10億アメリカ合衆国ドル（約1,074億円）を上限とする。

円建て（ヘッジあり）クラス受益証券

1,000億円を上限とする。

 

 （注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、2018年

２月28日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米

ドル＝107.37円）による。

 

【縦覧に供する場所】 該当事項なし。  
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2019年２月８日以降、プレミアム・ファンズのサブ・ファンドであるグローバル・コア債券ファンドの

すべての受益証券、およびウェルス・コアポートフォリオ　コンサバティブ型　米ドル建て承継機能付受

益証券とのスイッチングが可能となったことに伴い、2018年５月16日に提出した有価証券届出書（2018年

８月31日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み）に記載の表現等を一部更新するため、また、そ

の他の関係情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま

すので、訂正前の換算レートとは異なっております。

 

２【訂正の内容】

（注）下線および傍線部分は訂正箇所を示します。

 

第二部　ファンド情報

第１　ファンドの状況

１　ファンドの性格

（３）ファンドの仕組み

③　管理会社の概要

（ハ）資本金の額

＜訂正前＞

2018年５月末日現在、管理会社の資本金は5,446,220ユーロ（約６億9,020万円）で、同日現在全

額払込済である。なお、１株額面20ユーロ（約2,535円）の記名式株式272,311株を発行済である。

（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2018年５月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１

ユーロ＝126.73円）による。以下、別段の記載がない限り同じ。

 

＜訂正後＞

2018年10月末日現在、管理会社の資本金は5,446,220ユーロ（約６億9,946万円）で、同日現在全

額払込済である。なお、１株額面20ユーロ（約2,569円）の記名式株式272,311株を発行済である。

（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2018年10月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１

ユーロ＝128.43円）による。以下、別段の記載がない限り同じ。

 

２　投資方針

（１）投資方針

＜訂正前＞

（前略）

サブ・ファンドの投資目的が達成される保証はなく、また、投資リターンまたは投資成果は時として

大幅に変動することがある。サブ・ファンドの米ドル建てクラス受益証券および円建て（ヘッジあり）

クラス受益証券間、ならびにプレミアム・ファンズのサブ・ファンドであるウェルス・コアポートフォ

リオ コンサバティブ型およびウェルス・コアポートフォリオ グロース型のそれぞれの米ドル建て受益

証券および円建て（ヘッジあり）受益証券とのスイッチングを行うことができる。また、ウェルス・コ

アポートフォリオ アドバンス型の米ドル建て受益証券とのスイッチングを行うこともできる（注：イン

ターネットでは、スイッチング手続は取り扱われない。）。

 

＜訂正後＞

（前略）

サブ・ファンドの投資目的が達成される保証はなく、また、投資リターンまたは投資成果は時として

大幅に変動することがある。サブ・ファンドの米ドル建てクラス受益証券および円建て（ヘッジあり）
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クラス受益証券間、ならびにプレミアム・ファンズのサブ・ファンドであるウェルス・コアポートフォ

リオ コンサバティブ型、ウェルス・コアポートフォリオ グロース型、ウェルス・コアポートフォリオ

アドバンス型およびグローバル・コア債券ファンドのあらゆるクラス受益証券とのスイッチングを行う

ことができる（注：インターネットでは、スイッチング手続は取り扱われない。）。

 

（３）運用体制

投資先ファンドの運用体制

＜訂正前＞

（前略）

科学的アクティブ株式運用部門の運用体制

（注）上記運用体制の記載は、2018年３月末日現在のものであり、変更される場合がある。
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＜訂正後＞

（前略）

科学的アクティブ株式運用部門の運用体制

（注）上記運用体制の記載は、2018年12月末日現在のものであり、変更される場合がある。

 

３　投資リスク

（２）リスクに対する管理体制

＜訂正前＞

（前略）

（注）上記リスクに対する管理体制の記載は、2018年７月末日現在のものであり、将来変更される場合がある。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

（注）上記リスクに対する管理体制の記載は、2018年12月末日現在のものであり、将来変更される場合がある。

（後略）

 

（３）リスクに関する参考情報

以下の内容に更新されます。

 

下記グラフは、サブ・ファンドの投資リスクを理解するための情報の一つとして利用されたい。
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４　手数料等及び税金

（３）スイッチング手数料

＜訂正前＞

①　海外におけるスイッチング手数料

スイッチング手数料は、受益者よりスイッチング請求を受け付けた日時に入手できる直近のサブ・

ファンドの純資産価額の上限１％に、適用ある税金を加算した金額として、日本における販売会社ま

たは販売取扱会社により計算され、賦課されることがある。

（注）受益証券のスイッチングの際、かかるスイッチング手数料以外に日本における販売会社または販売取扱会社により申込手

数料が課されることはない。

 

②　日本におけるスイッチング手数料

異なる通貨間でスイッチングが行われる場合、スイッチング手数料が賦課される。スイッチング手

数料は、受益者よりスイッチング請求を受け付けた日時に入手できる直近のサブ・ファンドの純資産

価額の上限1.08％（税抜1.00％）が、日本における販売会社または販売取扱会社により計算され、賦

課されることがある。

スイッチング手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等ならびにスイッチン

グに関する事務手続の対価である。

（注）受益証券のスイッチングの際、かかるスイッチング手数料以外に日本における販売会社または販売取扱会社により申込手

数料が課されることはない。

 

＜訂正後＞

①　海外におけるスイッチング手数料

異なる通貨間でスイッチングが行われる場合、スイッチング手数料が賦課される。

スイッチング手数料は、受益者よりスイッチング請求を受け付けた日時に入手できる直近のサブ・

ファンドの純資産価額の上限１％に、適用ある税金を加算した金額として、日本における販売会社ま

たは販売取扱会社により計算され、賦課されることがある。

（注）受益証券のスイッチングの際、かかるスイッチング手数料以外に日本における販売会社または販売取扱会社により申込手

数料が課されることはない。

 

②　日本におけるスイッチング手数料

スイッチング手数料は、課せられない。
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（５）その他の手数料等

④　投資先ファンドにかかる費用等

＜訂正前＞

（前略）
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＜訂正後＞

（前略）
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（６）課税上の取扱い

①　日本

＜訂正前＞

2018年７月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。

（後略）

 

＜訂正後＞

2018年12月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。

（後略）

 

５　運用状況

「（１）投資状況」「（２）投資資産」および「（３）運用実績 ① 純資産の推移」については、以下

の内容に更新されます。

 

（１）投資状況

資産別および地域別の投資状況

（2018年10月末日現在）

資産の種類 国・地域名
時価合計

（米ドル）

投資比率
（注１）

（％）

投資証券 ルクセンブルグ 155,406,807.74 97.84

現金その他の資産（負債控除後） 3,424,794.56 2.16

合計 158,831,602.30
100.00

（純資産価額） (約17,989百万円)

（注１）投資比率とは、関連するサブ・ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価比率をいう。以下同じ。

（注２）米ドルの円貨換算は、便宜上、2018年10月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ド

ル＝113.26円）による。以下「５ 運用状況」において同じ。

 

（２）投資資産

①　投資有価証券の主要銘柄

（2018年10月末日現在）

銘柄
国・

地域名
業種 口数

取得金額（米ドル） 時価（米ドル）
投資

比率

単価 金額 単価 金額 （％）

BlackRock Strategic

Funds - BlackRock

Systematic Global

Equity Fund Class I2

Share USD ACC

ルクセン

ブルグ
投資法人 1,421,057.130 109.09 155,029,697.46 109.36 155,406,807.74 97.84

 

②　投資不動産物件（2018年10月末日現在）

該当事項なし。

 

③　その他投資資産の主要なもの（2018年10月末日現在）

該当事項なし。
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（３）運用実績

①　純資産の推移

下記計算期間末および2018年10月末日前１年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりで

ある。

 純資産価額 １口当たり純資産価格

米ドル 円 クラス 基準通貨 円

第１計算期間末

（2017年11月末日）
128,190,484.54 14,518,854,279

米ドル建て 10.95米ドル 1,240円

円建て（ヘッジあり） 1,087円 －

2017年11月末日 128,190,484.54 14,518,854,279
米ドル建て 10.95米ドル 1,240円

円建て（ヘッジあり） 1,087円 －

12月末日 151,483,760.39 17,157,050,702
米ドル建て 11.18米ドル 1,266円

円建て（ヘッジあり） 1,107円 －

2018年１月末日 185,909,563.40 21,056,117,151
米ドル建て 11.75米ドル 1,331円

円建て（ヘッジあり） 1,161円 －

２月末日 185,227,938.28 20,978,916,290
米ドル建て 11.40米ドル 1,291円

円建て（ヘッジあり） 1,125円 －

３月末日 193,517,737.53 21,917,818,953
米ドル建て 10.96米ドル 1,241円

円建て（ヘッジあり） 1,080円 －

４月末日 197,036,844.43 22,316,393,000
米ドル建て 11.06米ドル 1,253円

円建て（ヘッジあり） 1,087円 －

５月末日 193,152,549.87 21,876,457,798
米ドル建て 11.07米ドル 1,254円

円建て（ヘッジあり） 1,085円 －

６月末日 184,992,378.31 20,952,236,767
米ドル建て 10.95米ドル 1,240円

円建て（ヘッジあり） 1,071円 －

７月末日 186,412,365.39 21,113,064,504
米ドル建て 11.23米ドル 1,272円

円建て（ヘッジあり） 1,096円 －

８月末日 181,666,771.00 20,575,578,484
米ドル建て 11.31米ドル 1,281円

円建て（ヘッジあり） 1,101円 －

９月末日 175,899,412.34 19,922,367,442
米ドル建て 11.32米ドル 1,282円

円建て（ヘッジあり） 1,099円 －

10月末日 158,831,602.30 17,989,267,277
米ドル建て 10.46米ドル 1,185円

円建て（ヘッジあり） 1,014円 －

 

＜参考情報＞

純資産の推移

 

（注）上記の運用実績は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではない。以下同じ。
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②　分配の推移

該当事項なし。

 

「（３）運用実績 ③ 収益率の推移」については、以下の内容が追加されます。

 

サブ・ファンドの2018年10月末日前１年間における収益率は、以下のとおりである。

受益証券の種類 収益率
(注)

米ドル建てクラス受益証券 －2.43％

円建て（ヘッジあり）クラス受益証券 －4.88％

（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ

ａ＝2018年10月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）

ｂ＝2017年10月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落の額）

以下同じ。

 

「＜参考情報＞」については、以下の内容に更新されます。

 

＜参考情報＞

収益率の推移

 

（注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ

ａ＝当該各暦年末日の１口当たり純資産価格（当該各暦年の分配金の合計額を加えた額）

ただし、2018年については2018年10月末日における１口当たり純資産価格

ｂ＝当該各暦年の直前の暦年の最終評価日における１口当たり純資産価格（分配落の額）（ただし、2017年の場合、当

初募集価格である10米ドルまたは1,000円）

（注２）2017年は2017年６月16日（運用開始日）から同年12月末日までの、2018年は2018年１月１日から同年10月末日までの収

益率を表示している。
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「（４）販売及び買戻しの実績」については、以下の内容が追加されます。

 

サブ・ファンドの下記期間における販売および買戻しの実績ならびに2018年10月末日現在の発行済口

数は、以下のとおりである。

米ドル建てクラス受益証券

 販売口数 買戻口数 発行済口数

2017年11月１日

～2018年10月末日

10,665,672.930 7,557,253.875 13,287,574.458

(10,665,672.930) (7,557,253.875) (13,287,574.458)

（注）（　）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。

 

円建て（ヘッジあり）クラス受益証券

 販売口数 買戻口数 発行済口数

2017年11月１日

～2018年10月末日

2,003,436.733 1,009,024.689 2,206,717.656

(2,003,436.733) (1,009,024.689) (2,206,717.656)
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第２　管理及び運営

３　スイッチング手続等

＜訂正前＞

（１）海外におけるスイッチング
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一時停止期間を除き、またプレミアム・ファンズ－ウェルス・コアポートフォリオ　コンサバ

ティブ型、プレミアム・ファンズ－ウェルス・コアポートフォリオ　グロース型およびプレミア

ム・ファンズ－ウェルス・コアポートフォリオ　アドバンス型（以下「スイッチング先サブ・

ファンド」という。）にかかる信託証書補遺または英文目論見書に定められているサブ・ファン

ドおよびスイッチング先サブ・ファンドに適用される制限もしくは条件または管理会社が日本に

おける販売会社および販売取扱会社と協議の上行う決定に従い、受益者は、サブ・ファンド（以

下「スイッチング元サブ・ファンド」ということがある。）の受益証券の全部または一部を、サ

ブ・ファンドの他のクラス受益証券またはスイッチング先サブ・ファンドの米ドル建てクラス受

益証券または円建て（ヘッジあり）クラス受益証券にスイッチングするよう請求する権利を有す

る。スイッチング通知は、関連する買戻日の午前12時（正午）（ルクセンブルグ時間）、または

管理事務代行会社が日本における販売会社および販売取扱会社と協議の上決定するその他の時間

までに、管理事務代行会社に受領されなければならない。スイッチング請求は、（ⅰ）受益証券

１口以上0.001口単位、または、（ⅱ）受益者がその保有する受益証券を全部スイッチングする場

合には、0.001口以上0.001口単位で行うことができる。かかるスイッチングの結果、0.001口単位

の端数受益証券が受領されることがある。管理会社は、その単独裁量により、サブ・ファンドの

受益証券のスイッチングを拒絶することができる。受益者は、管理会社の同意がない限り、一度

提出したスイッチング通知を撤回することができない。

スイッチング請求は、スイッチング元サブ・ファンドの買戻請求と、スイッチング元サブ・

ファンドの買戻しの受渡日以降（受渡日を含む。）におけるスイッチング先サブ・ファンドの買

付申込みを一括して行う取引として処理される。

異なる通貨間でスイッチングが行われる場合、スイッチング手数料が課されることがある。

スイッチング手数料は、受益者よりスイッチング請求を受け付けた日時に入手できる直近のス

イッチング元サブ・ファンドの純資産価額の上限１％に、適用ある税金を加算した金額として、

日本における販売会社および／または販売取扱会社により計算され、賦課されることがある。疑

義を避けるため付言するならば、受益証券のスイッチングの際、かかるスイッチング手数料以外

に日本における販売会社または販売取扱会社により申込手数料が課されることはない。

スイッチング元サブ・ファンド受益証券の全部または一部がスイッチング先サブ・ファンドの

受益証券にスイッチングされる比率は、以下の公式に従って計算される。
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Ａ： スイッチング後のスイッチング先サブ・ファンドの受益証券の発行口数。0.001口単

位の端数受益証券が発行されることがある。

Ｂ： スイッチング前のスイッチング元サブ・ファンドの受益証券の口数（0.001口単位）

Ｃ： スイッチング元サブ・ファンドにかかる受渡日以降（受渡日を含む。）に、日本に

おける販売会社または販売取扱会社が決定する通貨スイッチング係数（為替レー

ト）

NAV１： スイッチング元サブ・ファンドの受益証券の適用ある買戻日における受益証券１口

当たり純資産価格

NAV２： スイッチング先サブ・ファンドの適用ある発行日（スイッチング元サブ・ファンド

の買戻日に受領される買戻しの受渡日以降（受渡日を含む。）の最初の適用ある発

行日）におけるスイッチング先サブ・ファンドの受益証券１口当たり純資産価格

（申込手数料を含まない。）。ただし、スイッチング元サブ・ファンドの適用ある

買戻日からスイッチング先サブ・ファンドの適用ある発行日までの期間にかかる利

息は当該受益者には支払われない。

 

受益証券のスイッチングには、税金が課されることがある。受益者は、スイッチングに課され

る税金について、自己の税務アドバイザーに相談するべきである。管理会社は、後記「４　資産

管理等の概要　（１）資産の評価　②　純資産価額の計算の一時停止」の項に記載される状況下

において、一または複数のサブ・ファンドの受益証券についてスイッチングを一時停止する権利

を留保する。

プレミアム・ファンズ－ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型およびプレミアム・

ファンズ－ウェルス・コアポートフォリオ グロース型の米ドル建て承継機能付受益証券との間で

のスイッチングを行うことはできない。また、スイッチング先サブ・ファンド以外のプレミア

ム・ファンズのその他のシリーズ・トラストとの間でのスイッチングを行うことはできない。

 

（２）日本におけるスイッチング

 

日本において、スイッチング請求に関しては、日本における販売会社または販売取扱会社に

おいて、スイッチング元サブ・ファンドの受益証券の買戻請求と、スイッチング元サブ・ファ

ンドの受益証券の買戻しの日本における受渡日以降（受渡日を含む。）におけるスイッチング

先サブ・ファンドの受益証券の買付申込みを受益者より一括して受注され、個々に行う取引と

して処理される。特段の断りがない限り、ファンドのすべてのサブ・ファンドおよびそのクラ

スにおいてスイッチングを行うことができる。なお、インターネットでは、スイッチング手続

は取り扱われない。また、管理会社は、日本における販売会社または販売取扱会社と協議の

上、スイッチングの取扱いを停止する場合がある。

スイッチング請求は、（ⅰ）受益証券１口以上0.001口単位、（ⅱ）受益者がその保有する受

益証券を全部スイッチングする場合には、0.001口以上0.001口単位、または（ⅲ）販売取扱会

社で別途定める単位で行うことができる。

スイッチング元サブ・ファンド受益証券の全部または一部がスイッチング先サブ・ファンドの

受益証券にスイッチングされる比率は、以下の公式に従って計算される。
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Ａ： スイッチング後のスイッチング先サブ・ファンドの受益証券の発行口数。0.001口

単位の端数受益証券が発行されることがある。

 

Ｂ： スイッチング前のスイッチング元サブ・ファンドの受益証券の口数（0.001口単

位）

 

Ｃ： スイッチング元サブ・ファンドにかかる日本における受渡日以降（受渡日を含

む。）に、日本における販売会社または販売取扱会社が決定する通貨スイッチング

係数（為替レート）

 

NAV１： スイッチング元サブ・ファンドの受益証券の適用ある買戻日における受益証券１口

当たり純資産価格

 

NAV２： スイッチング先サブ・ファンドの適用ある発行日（スイッチング元サブ・ファンド

の買戻しの日本における受渡日以降（受渡日を含む。）の最初の適用ある発行日）

におけるスイッチング先サブ・ファンドの受益証券１口当たり純資産価格（申込手

数料を含まない。）。ただし、スイッチング元サブ・ファンドの適用ある買戻日か

らスイッチング先サブ・ファンドの適用ある発行日までの期間にかかる利息は当該

受益者には支払われない。

 

（注１）異なる通貨間でスイッチングが行われる場合、スイッチング手数料が課されることがある。スイッチング手

数料は、受益者よりスイッチング請求を受け付けた日時に入手できる直近のサブ・ファンドの純資産価額の上

限１％に、適用ある税金を加算した金額として、日本における販売会社または販売取扱会社により計算され、

賦課されることがある。受益証券のスイッチングの際、かかるスイッチング手数料以外に日本における販売会

社または販売取扱会社により申込手数料が課されることはない。

（注２）当該受益証券について特定口座において譲渡所得の源泉徴収が行われる場合には、当該源泉徴収税相当額を控

除した価格とする。

 

 

サブ・ファンドの米ドル建てクラス受益証券および円建て（ヘッジあり）クラス受益証券

間、およびスイッチング先サブ・ファンドのそれぞれの米ドル建てクラス受益証券または円建

て（ヘッジあり）クラス受益証券とのスイッチングを行うことができる。同一通貨間でのス

イッチングは、手数料なしで行うことができる。ただし、異なる通貨間でスイッチングが行わ

れる場合、スイッチング手数料が課されることがある。プレミアム・ファンズ－ウェルス・コ

アポートフォリオ コンサバティブ型およびプレミアム・ファンズ－ウェルス・コアポートフォ

リオ グロース型の米ドル建て承継機能付受益証券との間でのスイッチングを行うことはできな

い。また、スイッチング先サブ・ファンド以外のプレミアム・ファンズのその他のシリーズ・

トラストとの間でのスイッチングを行うことはできない。

 

前記「（１）海外におけるスイッチング」の記載は、適宜、日本におけるスイッチングにも

適用されることがある。

 

 

＜訂正後＞

（１）海外におけるスイッチング
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一時停止期間を除き、またプレミアム・ファンズ－ウェルス・コアポートフォリオ　コンサ

バティブ型、プレミアム・ファンズ－ウェルス・コアポートフォリオ　グロース型、プレミア

ム・ファンズ－ウェルス・コアポートフォリオ　アドバンス型およびプレミアム・ファンズ－

グローバル・コア債券ファンド（以下「スイッチング先サブ・ファンド」という。）にかかる

信託証書補遺または英文目論見書に定められているサブ・ファンドおよびスイッチング先サ

ブ・ファンドに適用される制限もしくは条件または管理会社が日本における販売会社および販

売取扱会社と協議の上行う決定に従い、受益者は、サブ・ファンドの米ドル建てクラス受益証

券および／または円建て（ヘッジあり）クラス受益証券（以下それぞれ「スイッチング元クラ

ス受益証券」という。）の全部または一部を、（ｉ）サブ・ファンドの他のクラス受益証券、

または、（ⅱ）スイッチング先サブ・ファンドのあらゆるクラス受益証券（以下「スイッチン

グ先クラス受益証券」という。）にスイッチングするよう請求する権利を有する。スイッチン

グ通知は、関連する買戻日の午前12時（正午）（ルクセンブルグ時間）、または管理事務代行

会社が日本における販売会社および販売取扱会社と協議の上決定するその他の時間までに、管

理事務代行会社に受領されなければならない。スイッチング請求は、（ⅰ）受益証券１口以上

0.001口単位、または、（ⅱ）受益者がその保有する受益証券を全部スイッチングする場合に

は、0.001口以上0.001口単位で行うことができる。かかるスイッチングの結果、0.001口単位の

端数受益証券が受領されることがある。管理会社は、その単独裁量により、買戻しまたは申込

みに適用される制限がある場合、サブ・ファンドの受益証券のスイッチングを拒絶することが

できる。受益者は、管理会社の同意がない限り、一度提出したスイッチング通知を撤回するこ

とができない。

スイッチング請求は、スイッチング元クラス受益証券の買戻請求と、スイッチング元クラス

受益証券の買戻しの受渡日以降（受渡日を含む。）におけるスイッチング先クラス受益証券の

買付申込みを一括して行う取引として処理される。

異なる通貨間でスイッチングが行われる場合、スイッチング手数料が課されることがある。

スイッチング手数料は、受益者よりスイッチング通知を受領した日時に入手できる直近のス

イッチング元サブ・ファンドの純資産価額の上限１％に、適用ある税金を加算した金額とし

て、日本における販売会社および／または販売取扱会社により計算され、賦課されることがあ

る。疑義を避けるため付言するならば、受益証券のスイッチングの際、かかるスイッチング手

数料以外に日本における販売会社または販売取扱会社により申込手数料が課されることはな

い。

スイッチング元クラス受益証券の全部または一部がスイッチング先クラス受益証券にスイッチ

ングされる比率は、以下の公式に従って計算される。
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Ａ： スイッチング後のスイッチング先クラス受益証券の発行口数。0.001口単位の端数

受益証券が発行されることがある。

Ｂ： スイッチング前のスイッチング元クラス受益証券の口数（0.001口単位）

Ｃ： スイッチング元クラス受益証券にかかる受渡日以降（受渡日を含む。）に、日本に

おける販売会社または販売取扱会社が決定する通貨スイッチング係数（為替レー

ト）

NAV１： スイッチング元クラス受益証券の適用ある買戻日における受益証券１口当たり純資

産価格

NAV２： スイッチング先クラス受益証券の適用ある発行日（スイッチング元クラス受益証券

の買戻日に受領される買戻しの受渡日以降（受渡日を含む。）の最初の適用ある発

行日）におけるスイッチング先クラス受益証券の受益証券１口当たり純資産価格

（申込手数料を含まない。）。ただし、スイッチング元クラス受益証券の適用ある

買戻日からスイッチング先クラス受益証券の適用ある発行日までの期間にかかる利

息は当該受益者には支払われない。

受益証券のスイッチングには、税金が課されることがある。受益者は、スイッチングに課さ

れる税金について、自己の税務アドバイザーに相談するべきである。管理会社は、後記「４　

資産管理等の概要　（１）資産の評価　②　純資産価額の計算の一時停止」の項に記載される

状況下において、一または複数のサブ・ファンドの受益証券についてスイッチングを一時停止

する権利を留保する。

スイッチング先サブ・ファンド以外のプレミアム・ファンズのその他のシリーズ・トラストの

受益証券との間でのスイッチングを行うことはできない。

 

（２）日本におけるスイッチング

 

日本において、スイッチング請求に関しては、日本における販売会社または販売取扱会社に

おいて、スイッチング元クラス受益証券の買戻請求と、スイッチング元クラス受益証券の買戻

しの日本における受渡日以降（受渡日を含む。）におけるスイッチング先クラス受益証券の買

付申込みを受益者より一括して受注され、個々に行う取引として処理される。特段の断りがな

い限り、ファンドのすべてのサブ・ファンドおよびそのクラスにおいてスイッチングを行うこ

とができる。なお、インターネットでは、スイッチング手続は取り扱われない。また、管理会

社は、日本における販売会社または販売取扱会社と協議の上、スイッチングの取扱いを停止す

る場合がある。

スイッチング請求は、（ⅰ）受益証券１口以上0.001口単位、（ⅱ）受益者がその保有する受

益証券を全部スイッチングする場合には、0.001口以上0.001口単位、または（ⅲ）販売取扱会

社で別途定める単位で行うことができる。

スイッチング元クラス受益証券の全部または一部がスイッチング先クラス受益証券にスイッチ

ングされる比率は、以下の公式に従って計算される。
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Ａ： スイッチング後のスイッチング先クラス受益証券の発行口数。0.001口単位の端数

受益証券が発行されることがある。

 

Ｂ： スイッチング前のスイッチング元クラス受益証券の口数（0.001口単位）  

Ｃ： スイッチング元クラス受益証券にかかる日本における受渡日以降（受渡日を含

む。）に、日本における販売会社または販売取扱会社が決定する通貨スイッチング

係数（為替レート）

 

NAV１： スイッチング元クラス受益証券の適用ある買戻日における受益証券１口当たり純資

産価格

 

NAV２： スイッチング先クラス受益証券の適用ある発行日（スイッチング元クラス受益証券

の買戻しの日本における受渡日以降（受渡日を含む。）の最初の適用ある発行日）

におけるスイッチング先クラス受益証券の受益証券１口当たり純資産価格（申込手

数料を含まない。）。ただし、スイッチング元クラス受益証券の適用ある買戻日か

らスイッチング先クラス受益証券の適用ある発行日までの期間にかかる利息は当該

受益者には支払われない。

 

（注１）スイッチング手数料は課せられない。

（注２）当該受益証券について特定口座において譲渡所得の源泉徴収が行われる場合には、当該源泉徴収税相当額を控

除した価格とする。

 

  

サブ・ファンドの米ドル建てクラス受益証券および円建て（ヘッジあり）クラス受益証券

間、およびスイッチング先サブ・ファンドのあらゆるクラス受益証券とのスイッチングを行う

ことができる。スイッチングは、手数料なしで行うことができる。スイッチング先サブ・ファ

ンド以外のプレミアム・ファンズのその他のシリーズ・トラストの受益証券との間でのスイッ

チングを行うことはできない。

 

前記「（１）海外におけるスイッチング」の記載は、適宜、日本におけるスイッチングにも

適用されることがある。
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第３　ファンドの経理状況

１　財務諸表

スイッチング先サブ・ファンドであるウェルス・コアポートフォリオの経理状況

＜訂正前＞

（前略）

日本文の財務書類には、特段の記載のない限り、下記に挙げた通貨の2018年２月28日現在における

株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記されている。

なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円による金額は、四捨五入のため合計欄の数値が

総数と一致しない場合がある。

 

１米ドル　＝　107.37円

 

＜訂正後＞

（前略）

日本文の財務書類には、特段の記載のない限り、下記に挙げた通貨の2018年２月28日現在における

株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記されている。

なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円による金額は、四捨五入のため合計欄の数値が

総数と一致しない場合がある。

 

１米ドル　＝　107.37円

 

（注１）新たにスイッチング先サブ・ファンドとなるグローバル・コア債券ファンドの経理状況

サブ・ファンドは、グローバル・コア債券ファンドの米ドル建て受益証券および円建て（ヘッジあり）受益証券とのスイッ

チングも行うことができる。ただし、グローバル・コア債券ファンドの運用開始（設定日）は2019年２月８日であり、2019

年２月８日現在、財務書類はまだ作成されていないため、経理状況を記載することができない。

（注２）新たにスイッチング先クラス受益証券となるウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型 米ドル建て承継機能付クラ

スの経理状況

サブ・ファンドは、ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型 米ドル建て承継機能付クラス受益証券とのスイッチ

ングも行うことができる。ただし、ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型 米ドル建て承継機能付クラスの運用

開始（設定日）は2018年５月24日であり、ウェルス・コアポートフォリオの第一および第二会計年度の財務書類の中に当該

クラスの情報は含まれていない。

 

中間財務書類

スイッチング先サブ・ファンドであるウェルス・コアポートフォリオの経理状況

＜訂正前＞

（前略）

日本文の中間財務書類には、特段の記載のない限り、下記に挙げた通貨の2018年５月31日現在に

おける株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記され

ている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円による金額は、四捨五入のため合計

欄の数値が総数と一致しない場合がある。

 

１米ドル＝108.70円

 

＜訂正後＞

（前略）

日本文の中間財務書類には、特段の記載のない限り、下記に挙げた通貨の2018年５月31日現在にお

ける株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記されてい
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る。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円による金額は、四捨五入のため合計欄の数

値が総数と一致しない場合がある。

 

１米ドル＝108.70円

 

（注）新たにスイッチング先サブ・ファンドとなるグローバル・コア債券ファンドの経理状況

サブ・ファンドは、グローバル・コア債券ファンドの米ドル建て受益証券および円建て（ヘッジあり）受益証券とのスイッチ

ングも行うことができる。ただし、グローバル・コア債券ファンドの運用開始（設定日）は2019年２月８日であり、2019年２

月８日現在、財務書類はまだ作成されていないため、経理状況を記載することができない。
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第三部　特別情報

第１　管理会社の概況

１　管理会社の概況

（１）資本金の額

＜訂正前＞

2018年５月末日現在、管理会社の資本金は5,446,220ユーロ(約６億9,020万円)で、同日現在全額払込

済である。なお、１株額面20ユーロ(約2,535円)の記名式株式272,311株を発行済である。

（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2018年５月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ

＝126.73円）による。

（後略）

＜訂正後＞

2018年10月末日現在、管理会社の資本金は5,446,220ユーロ(約６億9,946万円)で、同日現在全額払込

済である。なお、１株額面20ユーロ(約2,569円)の記名式株式272,311株を発行済である。

（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2018年10月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ

＝128.43円）による。

（後略）

 

２　事業の内容及び営業の概況

＜訂正前＞

（前略）

2018年５月末日現在、管理会社は、以下の通りに分類される10本の投資信託を運営および管理してい

る。

 

（2018年５月末日現在）

分類 内訳

Ａ分類 通貨建て別

運用金額

米ドル建て： 3,804,951,959米ドル

ユーロ建て： 7,872,188ユーロ

日本円建て： 1,204,266,788,559円

豪ドル建て： 1,765,772,461豪ドル

ニュージーランド・ドル建て： 551,424,330ニュージーランド・ドル

カナダ・ドル建て： 61,156,634カナダ・ドル

Ｂ分類 投資信託の種類

（基本的性格）

２本がルクセンブルグ籍・契約型・オープン・エンド型であり、８本が

ケイマン諸島籍・契約型・オープン・エンド型である。

 

＜訂正後＞

（前略）

2018年10月末日現在、管理会社は、以下の通りに分類される10本の投資信託を運営および管理してい

る。
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（2018年10月末日現在）

分類 内訳

Ａ分類 通貨建て別

運用金額

米ドル建て： 3,494,511,605米ドル

ユーロ建て： 7,369,757ユーロ

日本円建て： 1,068,680,440,209円

豪ドル建て： 1,863,864,999豪ドル

ニュージーランド・ドル建て： 672,886,254ニュージーランド・ドル

カナダ・ドル建て： 60,362,377カナダ・ドル

Ｂ分類 投資信託の種類

（基本的性格）

２本がルクセンブルグ籍・契約型・オープン・エンド型であり、８本が

ケイマン諸島籍・契約型・オープン・エンド型である。
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